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新型コロナウイルス感染症の５類感染症への位置付け変更に伴う医療体制等について

福祉政策課感染症特別対策室

１ ５月８日以降の医療体制
（１）患者等への対応

・総合案内窓口を継続
・宿泊療養施設を継続（全県３施設から県央１施設へ）
・検査キットの配付や陽性者登録センター、食料品等の配送・パルスオキシメーターの貸出等の自宅療養支援は終了

（２）９月末までの県が目指す医療体制等

○幅広い医療機関において、新型コロナの症状があることを理由に外来、入院を断ることなく対応する。
○医療機関は、地域の中での医療機能を分担し、症状（重症度別等）に応じた患者受入、受診先の紹介や転院調整を行う。
○高齢者施設等は、医療機関と連携し、医療機関が入院調整する。

２ 新型コロナワクチンの接種
５月８日以降も自己負担なしで接種が可能

【接種時期等】
〇春（５月８日～８月）：１・２回目の接種を終えた高齢者や５歳以上の基礎疾患を有する方、医療従事者等及び高齢者施設等の

従事者の方
〇秋（９月以降） ：１・２回目の接種を終えた５歳以上の全ての方
※生後６か月から４歳以下の子どもの初回接種（１～３回目）は、令和６年３月末まで引き続き接種が可能

①外来医療体制

発熱症状等のある患者が幅広い医療機関で受診できる体制

・外来対応医療機関※：３９０機関（５月１１日時点）

※５月８日以降、「診療・検査医療機関」から名称変更

県ウェブサイトで医療機関名等を公表

②入院医療体制

新型コロナウイルス感染症以外の通常医療にも対応でき

るよう、重症度に応じて医療機関が入院先を判断し、県内

全ての病院で入院患者を受け入れる体制

・昨年冬と同規模の感染状況となった場合に各病院が受け

入れる入院患者数（想定）に対応：５５０床
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